
救
助
工
作
車
の
更
新
運
用
開
始

　
平
成
18
年
か
ら
運
用
し
て
き
た
救
助
工
作
車
を
令

和
４
年
度
に
更
新
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
救
助
工

作
車
は
、
こ
れ
ま
で
管
内
の
救
助
事
案
は
も
と
よ
り

緊
急
消
防
援
助
隊
で
は
平
成
29
年
７
月
九
州
北
部
豪

雨
に
、
県
内
相
互
応
援
隊
で
は
熊
本
地
震
、
令
和
２

年
７
月
豪
雨
な
ど
様
々
な
災
害
現
場
に
出
動
し
ま
し
た
。

　
今
回
更
新
し
た
Ⅱ
型
救
助
工
作
車
は
、
車
両
の
側

面
に
は
阿
蘇
神
社
の
楼
門
、
く
ま
モ
ン
、
阿
蘇
山
な

ど
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
を
施
し
て
い
ま
す
。
車
両
の
下

部
に
は
、
ボ
デ
ィ
の
補
強
及
び
防
錆
効
果
の
あ
る
特

殊
塗
装
を
施
し
、
引
き
締
ま
っ
た
仕
上
が
り
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
車
両
の
後
部
座
席
は
、
バ
ス
型
特
有
の
広
い
座
席

空
間
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
出
動
途
上
で
の
装
備
の

着
装
な
ど
が
行
え
ま
す
。
資
機
材
は
、
油
圧
器
具
、

パ
ワ
ー
カ
ッ
タ
ー
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
、
送
風
機
な
ど

が
充
電
バ
ッ
テ
リ
ー
式
に
な
り
、
機
動
力
な
ど
が
向

上
し
て
い
ま
す
！

　
他
に
も
屋
上
上
昇
式
照
明
装
置
や
ク
レ
ー
ン
装
置
、

運
転
席
設
置
の
ワ
ー
ニ
ン
グ
モ
ニ
タ
ー
な
ど
多
く

の
装
備
を
備
え
て

お
り
ま
す
。
い
ざ

と
い
う
時
、
こ
の

車
両
が
皆
様
の
生

命
、
財
産
を
お
守

り
で
き
る
よ
う
、

隊
員
も
日
々
訓
練

に
励
ん
で
参
り
ま

す
。
ぜ
ひ
阿
蘇
市

の
消
防
本
部
ま
で

車
両
見
学
に
お
越

し
く
だ
さ
い
！

◎
警
察
署
協
議
会
と
は

　
警
察
署
協
議
会
と
は
、
警
察
署
長
が
警
察
署
の
業
務
運
営
に

住
民
な
ど
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
警
察
署
長
の
諮
問
に

応
じ
、
警
察
署
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
た
め
の
機
関
で
、

警
察
法
に
よ
り
、
各
警
察
署
ご
と
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
も
の
で
す
。

◎
高
森
警
察
署
協
議
会
委
員

　
高
森
警
察
署
協
議
会
委
員
は
、
高
森
町
か
ら
２
名
、
南
阿
蘇

村
か
ら
３
名
の
計
５
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
高
森
町
か
ら
、
後
藤
祥
之
さ
ん
、
豊
田
希
さ
ん
、
南
阿
蘇
村

か
ら
坂
田
一
廣
さ
ん
、
河
津
謙
二
さ
ん
、
渡
辺
百
合
子
さ
ん
に

協
議
会
委
員
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

◎
第
１
回
協
議
会
に
つ
い
て

　
令
和
５
年
度
第
１
回
協
議
会
を
６
月
15
日
、
高
森
警
察
署
で

開
催
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
後
２
回
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

※
今
後
も
、
協
議
会
委
員
の
方
々
の
意
見
を
反
映
さ
せ
、
よ
り

地
域
に
密
着
し
た
警
察
業
務
の
運
営
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

	

警
察
職
員
採
用
試
験
申
込
み
受
付
中
で
す
。

⃝
警
察
事
務　
　
８
月
14
日
（
月
）
ま
で

⃝

警
察
官
Ｂ　
　
８
月
18
日
（
金
）
ま
で

※
警
察
業
務
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
、
是
非
受
験
し
て
く
だ

さ
い
。

な
ん
で
も

南
部
分
署

問 ☎0967-62-9034
火災・救急 119

高
森
警
察
署

協
議
会
の

開
催
に
つ
い
て

問 ☎0967-62-0110
 通報・相談 110

協議会の模様

協議会委員さんと署員

　浄化槽は、汚水中の汚物を食べる微生物の働きを利用して、汚水を浄
化する施設です。従って、浄化槽の中の微生物が十分に力を発揮できる
ように、適切な維持・管理が必要です。
　浄化槽管理（設置）者の皆様には、浄化槽法で次の３つの義務があり
ます。
❶保守点検	 浄化槽の機能を保つための点検、調整、修理や消毒剤の補給
❷清　　掃	 浄化槽内にたまった汚泥等の引き抜きや機器類の洗浄
❸法定検査	 浄化槽の維持管理が適切に行われ、浄化槽がきちんと機能

しているかの確認
　法定検査は熊本県が指定した検査機関（熊本県浄化槽協会）が行いま
すので、保守点検や清掃を行っていても、次の表に従って必ず検査を受
けてください。

　町では、子ども食堂の充実及び安定化を図り、誰一人取り残さないコ
ミュニティーの形成や地域の活性化を目指すことを目的に子ども食堂の
運営や新規開設に係る経費の補助を行っています。
【補助対象事業】
●運営支援事業
　子ども食堂の運営に係る経費を補助します。
　（補助上限額）	 開催回数に応じて次の額が上限となります。
	 	 年		4～10回	････10万円
	 	 年11～20回	････20万円
	 	 年21回以上	･････30万円
●開設支援事業
　年度内に新たに子ども食堂を開設する団体に対し、新規開設に係る経
費を補助します。開設支援事業は運営支援事業と併用可能です。
　（補助上限額）	 １団体あたり････30万円

検査名 対　象 回　数

７条検査 新たに浄化槽を
設置した人

浄化槽設置後３カ月から
８カ月の間に１回

11条検査 浄化槽を
設置している人 毎年１回

　浄化槽法が改正され、長期間使用しない浄化
槽については、決められた内容の清掃を行った
うえで、市町村に「浄化槽の使用の休止の届出」
を行うことにより、浄化槽の清掃、保守点検お
よび県浄化槽協会の定期検査（いわゆる11条検
査）が免除されます。
　ただし再開に当たっては、必ず市町村と、地域の清掃・保守点検業者
にご連絡ください。
　浄化槽の再開に向けた適切な処置を行わないと、し尿やその他の生活
雑排水が処理されないまま放流されてしまい、近隣に多大な迷惑をかけ
てしまうことになります。
　詳しくは、建設課住宅係にお尋ねください。

　年金について考えていただく機会として「わたしと年金」をテーマに、
自分や家族と公的年金との関わりやあなたの考え、公的年金の大切さな
どに関するエッセイを募集しています。
　日本語で1,000～2,000字程度。氏名、ふりがな、年齢、住所、電話
番号、職業または所属（会社名、学校名等）を明記してください。
◦応募資格 中学生以上
◦応募締切 ９月８日（金）
◦発　　表 入賞作品は日本年金機構ホームページに全文を掲載する

他、日本年金機構が発行する刊行物への掲載等を行う予定
です。また、受賞者の氏名、年代、住所地の都道府県を公
表します。

◦提 出 先 日本年金機構　相談・サービス推進部

問 建設課　住宅係　☎０９６７−６２−２９１２

問 情報提供推進グループ　「わたしと年金」　担当 
〒168-8505　東京都杉並区高井戸西３−5−24 
☎０３−５３４４−１１００（代表） 
なお、郵送のみの受付とします。

浄化槽の法廷検査を受けましょう

子ども食堂運営支援補助金

浄化槽の使用休止の届出について

「わたしと年金」エッセイ募集

問住民福祉課 子ども未来係　☎０９６７−６２−２９１１

広報たかもり（7）


